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Ⅰ 調査の概要 

 

１ 調査の目的 
 

この調査は、青少年の健全育成に影響の大きい各種営業の実態や神奈川県青少年保護育成条例（以

下「条例」という。）の遵守状況等を把握し、店舗や関係業界への指導、条例による規制、県民への

周知啓発等を検討する基礎資料とするため、県と市町村が連携して行っているものです。 

令和元年度は、インターネットカフェ・まんが喫茶、複合店等（複合店、古書店、映像ソフト取扱

店、ゲームソフト取扱店）を対象に調査を行いました。 

 

２ 調査期間 

 

内閣府が主唱する「青少年の非行・被害防止全国強調月間」（７月）と協調するため、令和元年７

月～９月を主な調査期間としています。 

 

３ 調査実施店舗数 

 

県内全域 

（１） インターネットカフェ・まんが喫茶   81 店 

（２） 複合店等     248 店 

（内訳：複合店 118 店、古書店 83 店、映像ソフト取扱店 24 店、ゲームソフト取扱店 22 店、その他１店） 

※（１）については、県や市町村で把握している店舗数、（２）については、平成 29 年度（前回）調査で有害図書

類の取扱があった店舗 244 店及び県や市町村で把握した新規開店等の店舗４店を合わせた店舗数 

 

４ 調査方法 

 

市町村の青少年主管課職員や、地域で青少年の健全育成活動に取り組んでいる青少年指導者（青少

年指導員、青少年相談員、少年補導員、街頭指導員等）が管内の調査対象店舗を訪問し、調査票に基

づき実施しました。 

 

５ 調査項目 

（１）インターネットカフェ・まんが喫茶 

① 店名、所在地 

② 営業区分 

③ 営業時間（深夜営業の状況） 

④ 条例に基づく措置（18 歳未満深夜立入禁止の表示、フィルタリング等の措置） 

⑤ 客席の状況（ペアシート等の有無、ペアシート内部の外部からの見通し、ペアシート内の鍵） 

⑥ 自主規制の実施状況（18 歳未満の年齢確認、18 歳未満のオープン席利用） 

⑦ 未成年者の喫煙飲酒防止の取組 

（２）複合店等 

① 店名、所在地 

② 深夜営業の有無 

③ 有害図書類等※1の取扱いの有無 

④ 有害図書類等の区分陳列方法（書籍・雑誌、映像ソフト） 

⑤ 18 歳未満への販売・貸付等禁止の表示（有害図書類等取扱い店） 

⑥ サンプルディスプレイ※2の有無（書籍・雑誌、映像ソフト） 
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⑦ Ｚ区分のゲームソフトの取扱い有無 

⑧ Ｚ区分のゲームソフトの区分陳列方法 

⑨ 18 歳未満への販売・貸付等禁止の表示（Ｚ区分のゲーム取扱い店） 

 

※１ 有害図書類等…条例に定める有害図書類の他に成人向け図書類（青少年の健全育成を阻害する

おそれがあるものとして、図書類販売業者等がビニール包装等の閲覧防止措置をとっているもの）

も含む。 

※２ サンプルディスプレイ…店舗の外から有害図書類等の表紙が見えるように陳列されているも

の。 

 

６ 主な調査結果 
 

（１） インターネットカフェ・まんが喫茶 

  〇 調査実施店舗 81 店すべてが 24 時間営業であった。 

○ 条例で定める「18 歳未満深夜立入禁止の表示」は 80 店（98.8％）で実施されていた。 

○ 努力義務である「フィルタリング等の措置」は、62 店（76.5％）で実施されていた。 

○ 客席の状況については、「２人以上で利用できるブース席（ペアシート等）」のある店舗が

76 店（93.8％）あり、そのうち、「ペアシート内部の外部からの見通し」が可能な店舗が 

48 店（63.2％）、「ペアシート内の鍵」がない店舗が 51 店（67.1％）であった。 

 

（２） 複合店等（複合店、古書店、映像ソフト取扱店、ゲームソフト取扱店） 

○ 調査店舗店のうち 116 店（46.8％）で書籍・雑誌の有害図書類等を、173 店（69.8％）で映

像ソフトの有害図書類等を取り扱っていた。 

○ そのうち、書籍・雑誌の有害図書類等を取り扱う店舗では 81 店（69.8%）で、映像ソフトの

有害図書類等を取り扱う店舗では 136 店（78.6%）で、区分陳列が実施されていた。 

○ 「18 歳未満への販売・貸付等禁止の表示」は、書籍・雑誌の有害図書類等を扱う店舗では 

106 店（91.4％）、映像ソフトの有害図書類等を扱う店舗では 166 店（96.0％）で実施され

ていた。 

○ Ｚ区分のゲームソフトの取扱いがあった店舗は 155 店（62.5％）であり、そのうち 116 店 

（74.8％）で区分陳列が実施されていた。また、「18 歳未満への販売・貸付等禁止の表示」

がある店舗は 143 店（92.3％）であった。 

 

 

〈注意〉報告書中の表記について 

・ 条例に基づく措置等の経年変化（割合の推移）については、調査年次における調査実施店舗数は 

同一ではないため、実施率の推移を示した。 

・ 結果数値は、特にことわりのない限り、小数点以下第２位で四捨五入しているため、回答比率の 

合計が 100％に一致しないことがある。  
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Ⅱ 調査結果  

 

１ インターネットカフェ・まんが喫茶               （平成 18 年調査開始） 

 

（１）調査実施店舗数  

インターネットカフェ・まんが喫茶の調査実施店舗数は 81 店（平成 30 年度（前回）調査 97 店）

で、県内 33 市町村のうち 13 市で調査を行った。 

 

図表１－１ インターネットカフェ・まんが喫茶調査実施店舗数（地域別） 

（店） 

地域 

年度 
横浜 川崎 

横須賀

三浦 
県央 

(相模原) 

内数 
湘南 県西 合計 

R1年度 24 15 6 19 (7) 14 3 81 

30年度 36 18 7 19 （7） 14 3 97 

29年度 36 12 6 21 （8） 14 4 93 

 

（２）営業区分  

インターネットカフェ・まんが喫茶の営業区分では、インターネットが利用でき、まんが等の図書

類を閲覧することができる施設が 96.3％（78 店）と大半を占め、次いでインターネットのみ利用で

きる施設が 3.7％（３店）であった。（平成 30 年度：インターネット利用・まんが等の図書類利用

施設 97.9％、インターネット利用のみ 2.1％） 

 

 

図表１－２ インターネットカフェ・まんが喫茶の営業区分（N=81） 

 

 

 

 

インターネット利

用・まんが等の図書

類利用施設のみ

96.3%（78店）

インターネット

の利用のみ

3.7%（3店）
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（３）営業時間（深夜営業の状況） 

インターネットカフェ・まんが喫茶の深夜営業の状況は、全ての店舗が「24 時間営業」（81 店）

（平成 30 年度：100.0％）で、「23 時以降閉店」（平成 30 年度：なし）の店舗はなかった。 

 

調査を開始した平成 18 年度以降の推移をみると、「24 時間営業の店舗」は当初 83.6％であった

が、年々増加し、近年ではほぼすべての店舗が 24 時間営業となっている。 

 

図表１－３ インターネットカフェ・まんが喫茶の営業時間の推移 

 

（４）条例に基づく措置（18 歳未満深夜立入禁止の表示、フィルタリング等の措置） 

条例に規定されている「18 歳未満深夜立入禁止の表示」及び「フィルタリング等の措置」につい

て調査したところ、「18 歳未満深夜立入禁止の表示」を行っている店舗は 98.8％（80 店）（平成 

30 年度：92.8％）、努力義務である「フィルタリング等の措置」を行っている店舗は 76.5％（62 店）

（フィルタリング等導入 60.5%(49 店)、その他の方法で措置 16.0%(13 店)）（平成 30 年度：75.2％）

であった。 

 

図表１－４－１ 条例に基づく措置(18 歳未満深夜立入禁止の表示、フィルタリング等の措置)（N=81） 

 

2.3 1.4 2.2 3.7 0.8 
1.0 1.0

14.1 12.9 9.6 5.9 
4.0 3.3 1.7 0.9 1.0

83.6 
85.7 88.2 90.4 95.2 96.7 98.3 99.1 99.0 99.0 100.0 99.0 100.0 100.0

H18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1

（％）

（年度）

24時間営業

23時以降閉店

23時までに閉店

表示がある

98.8%（80店）

フィルタリング等導入

60.5%（49店）

表示がない

1.2%（1店）

措置なし

19.8%（16店）

不明

3.7%(3店)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18歳未満深夜

立入禁止の表示

フィルタリング等

の措置

その他の方法で措置

16.0％（13店）フィルタリング等措置あり 

76.5％（62 店） 
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調査を開始した平成 18 年度以降の推移をみると、「18 歳未満深夜立入禁止の表示」を行っている

店舗は、平成 19 年度以降９割台で推移し、「フィルタリング等の措置」を行っている店舗は当初約

４割程度で推移をしていたが、平成 25 年度から増え始め、平成 27 年度以降７割台後半で推移して

いる。 

 

図表１－４－２ 条例に基づく措置を行っている店舗割合の推移 

 ―18 歳未満深夜立入禁止の表示がある、フィルタリング等の措置を行っている－ 

 

 

 

青少年保護育成条例【第 26 条、第 35 条関係】 
○カラオケボックス、インターネットカフェ･まんが喫茶では、保護者同伴であっても深夜に青少年を立

ち入らせてはいけません。（30 万円以下の罰金） 
○これらの施設では、入り口の見やすいところに、深夜に青少年の立入を禁止する旨の表示をしなけれ

ばなりません。（10 万円以下の罰金） 
○インターネットカフェなどの施設では、青少年にインターネットを利用させるにあたり、フィルタリ

ングの利用その他の適切な方法により、有害情報の閲覧を防止するように努めなければなりません。 

 

（５）客席の状況（ペアシートの有無、ペアシート内部の外部からの見通し、ペアシート内の鍵） 

インターネットカフェ・まんが喫茶の客席の状況は、「２人以上で利用できるブース席（以下『ペ

アシート』という）」のある店舗は 93.8％（76 店）（平成 30 年度：89.7％）であった。 

 

図表１－５－１ インターネットカフェ・まんが喫茶の客席の状況（N=81） 

 

 

 

 

89.1 
95.0 94.1 95.6 97.6 92.6 96.6 94.9 95.1 98.0 98.0 93.5 92.8

98.8

33.1 

35.8 
43.0 44.0 42.1 40.5 41.5 

46.2 

67.0 

78.6 78.6 78.5 75.2
76.5

0

20

40

60

80

100

H18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1

（％）

（年度）

表示がある

ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞ等の措置

を行っている

ペアシートなし

6.2% (5店)

ペアシートあり

93.8% (76店)
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ペアシートがある 76 店について、ペアシートの状況を調査したところ、「ペアシート内部の外部

からの見通し」が可能な店舗は 63.2％（48 店）（平成 30 年度：73.6％）、「ペアシート内の鍵」が

ない店舗は 67.1％（51 店）（平成 30 年度：80.5％）であった。 

 

 

図表１－５－２ ペアシートの状況（N=76） 

 

 

 

（６）自主規制の実施状況（18 歳未満の年齢確認、18 歳未満のオープン席利用） 

インターネットカフェ・まんが喫茶における自主規制等の実施状況について、入店に際し「18 歳

未満の年齢確認」を行っている店舗は 97.5％（79 店）（平成 30 年度：97.9％）であった。 

また、「18 歳未満のオープン席利用」（オープン席のみの施設を含む）を行っている店舗は 50.6％

（41 店）であった。（平成 30 年度：46.4％） 

 

図表１－６－１ 自主規制の実施状況(18 歳未満の年齢確認、18 歳未満のオープン席利用）（N=81） 

 

※オープン席･･･仕切りがなく、周囲から見える席 

 

 

 

可

63.2%（48店）

ない

67.1%（51店）

不可

36.8%(28店)

ある

31.6%

（24店）

不明

1.3％（1店）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ペアシート内部の

外部からの見通し

ペアシート内の鍵

ある

97.5%（79店）

ある

50.6%（41店）

ない

2.5%（2店）

ない

48.1%（39店）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18歳未満の年齢確認

18歳未満のオープン席利用
不明

1.2%(1店)
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インターネットカフェ・まんが喫茶における自主規制の実施状況について、調査を開始した平成 

18 年度以降の推移をみると、「年齢確認の実施」については、平成 18 年度以降、ほぼ９割台で推移

しているが、「18 歳未満オープン席の利用」については、依然として４割程度の実施状況となってい

る。 

 

図表１－６－２ 自主規制の実施状況の推移  

－年齢確認を実施している、18 歳未満に対してオープン席を利用させている－ 

 
※18 歳未満のオープン席利用についての調査は平成 19 年度開始 

 

業界の自主規制 
日本複合カフェ協会（任意加入）では、年齢確認、利用時間の制限(16 歳未満は午後８時以降、18 歳未
満は午後 10 時以降認めない)、小中高校生の授業時間内の来店時の指導、18 歳未満はオープン席利用
（但し、フィルタリングを導入しているブース席についてはその限りではない。）、未成年者喫煙飲酒
防止対策、有害図書類等の区分陳列、補導活動への協力、薬物・可燃物・危険物の持ち込み禁止など
（日本複合カフェ協会運営ガイドラインより）の取組が行われています。 

 

（７）未成年者の喫煙飲酒防止の取組 

インターネットカフェ・まんが喫茶における未成年者の喫煙飲酒を防止するための取組について

把握するため、たばこ・酒類の自動販売機の有無について調査したところ、「たばこ自動販売機」が

ない店舗は 74.1％（60 店）（平成 30 年度：66.0％）、「酒類自動販売機」がない店舗は 92.6％ 

（75 店）（平成 30 年度：95.9％）であった。 

 

図表１－７ インターネットカフェ・まんが喫茶における未成年者喫煙飲酒防止の取組（N=81） 
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また、「たばこ自動販売機」を設置している 21 店のうち 90.5％ （19 店）（平成 30 年度： 

97.0％）、「酒類自動販売機」を設置している６店のうち 33.3％（２店）（平成 30 年度：50.0％）

で成人識別装置が設置されていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

青少年喫煙飲酒防止条例【第９条関係】 

自動販売機によりたばこ又は酒類を販売するときは、販売業者は、購入しようとする者の年齢を確
認するために必要な措置（満 20 歳以上であることを確認することができる機能）を当該自動販売機
に講じなければなりません。ただし、酒類自動販売機においては、カラオケボックスやインターネ
ットカフェ等、閉鎖性のある施設内に設置され、かつ、その自動販売機の利用が主に当該施設利用
者に限られる場合には、当該自動販売機を常時視認できる状態で管理する方法その他青少年飲酒防
止の観点から十分な管理ができる方法をもって代えることができることとなっています。 
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３ 複合店等（複合店、古書店、映像ソフト取扱店、ゲームソフト取扱店）（平成 25 年調査開始） 

（１）調査実施店舗数  

令和元年度は、複合店（【書籍・雑誌】、【映像ソフト】、【家庭用ゲームソフト】）のうちい

ずれかの取扱いがある店舗）、古書店、映像ソフト取扱店、ゲームソフト取扱店を調査対象とした。 

調査実施店舗数は、平成 29 年度（前回）調査で有害図書類等又はＺ区分ゲームの取扱いがあっ

た店舗 244 店、新規の店舗等を加えた計 248 店で、県内 33 市町村のうち 21 市町で調査を行った。 
 

図表２－１－１ 複合店等調査実施店舗数（営業区分別・地域別） 

（店） 

地域 

営業区分 
横浜 川崎 

横須賀 

三浦 
県央 

(相模原) 

内数 
湘南 県西 合計 

複合店 40 17 6 31 （11） 20 4 118 

古書店 29 19 8 9 （5） 14 4 83 

映像ソフト取扱店 13 6 1 1 （1） 3 0 24 

ゲームソフト取扱店 8 3 0 9 （1） 2 0 22 

その他 0 0 0 1 (1) 0 0 1 

合計 90 45 15 51 （19） 39 8 248 

   

図表２－１－２ 複合店等の営業区分 （N=248） 
 

  

（２）営業時間（深夜営業の状況） 

複合店等の深夜営業の状況は、「23 時以降閉店」の店舗が 41.1％（102 店）、「23 時までに閉店」

の店舗が 58.9％（146 店）であった。 

 

図表２－２ 複合店等の営業時間（深夜営業の状況）（N=248） 
 

  

複合店

47.6%（118店）古書店

33.4％（83店）

映像ソフト取扱店

9.7％（24店）

ゲームソフト取扱店

8.9％（22店）
その他

0.4%（1店）

23時以降閉店

41.1%（102店）23時までに閉店

58.9%（146店）
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（３）有害図書類等の取扱い 

 ア 有害図書類等【書籍・雑誌】の取扱い 

調査実施店舗数 248 店のうち、有害図書類等【書籍・雑誌】の取扱いがあった店舗は 46.8％ 

（116 店）であった。 
 

図表２－３－１ 有害図書類等【書籍・雑誌】取扱いの有無（N=248） 

 

  

 

 

調査実施店舗のうち、平成 29 年度も調査対象であった 244 店について、平成 29 年度と令和元年

年度の有害図書類等【書籍・雑誌】の取扱状況を比較したところ、有害図書類等【書籍・雑誌】の

取扱いがあった店舗は、平成 29 年度が 52.0％（127 店）、令和元年度が 46.7%（114 店）で、5.3 

ポイント減少した。 

 

図表２－３－２ 有害図書類等【書籍・雑誌】取扱状況の経年比較（N=244） 
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不明
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52.0%
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48.0%

117店 53.3%

130店
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有害図書類等【書籍・雑誌】の取扱いがな

い(不明含む）

有害図書類等【書籍・雑誌】の取扱いがあ

る

（年度） 
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 イ 有害図書類等【映像ソフト】の取扱い 

調査実施店舗数 248 店のうち、有害図書類等【映像ソフト】の取扱いがあった店舗は 69.8％ 

（173 店）であった。 
 

図表２－３－３ 有害図書類等【映像ソフト】取扱いの有無（N=248） 

 

 

 

 

調査実施店舗のうち、平成 29 年度も調査対象であった 244 店について、平成 29 年度と令和元年

度の有害図書類等【映像ソフト】の取扱状況を比較したところ、有害図書類等【映像ソフト】の取

扱いがあった店舗は、平成 29 年度が 72.1％（176 店）、令和元年度が 70.5%（172 店）で、1.6 ポイ

ント減少した。 

 

図表２－３－４ 有害図書類等【映像ソフト】取扱状況の経年比較（N=244） 
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（４）有害図書類等の区分陳列 

ア 区分陳列の実施状況【書籍・雑誌】 

有害図書類等【書籍・雑誌】の取扱いのある 116 店のうち、「区分されている」店舗は 69.8％ 

（81 店）（平成 29 年度：90.6％）、「一部区分されている」店舗は 11.2％（13 店）（平成 29 年

度：なし）、「区分されていない」店舗は 5.2％（6 店）（平成 29 年度：6.9％）であった。 

なお、区分されているか不明な店舗が 13.8％（16 店）あり、不明な店舗を除くと 81.0％で区分さ

れていた。 

 

図表２－４－１ 有害図書類等【書籍・雑誌】区分陳列の実施状況（N=116）

 

  

イ 区分陳列の実施状況【映像ソフト】 

有害図書類等【映像ソフト】の取扱いのある 173 店のうち、「区分されている」店舗は 78.6% 

（136 店）（平成 29 年度：93.2％）、「一部区分されている」店舗は 7.5％（13 店）（平成 29 年

度：なし）、「区分されていない」店舗は 1.2％（２店）（平成 29 年度：4.6％）であった。 

 なお、区分されているか不明な店舗が 12.7％（22 店）あり、不明な店舗を除くと 90.1％で区分さ

れていた。 
 

図表２－４－２ 有害図書類等【映像ソフト】区分陳列の実施状況（N=173） 

 

 
 

 

  ※「区分されている」･･･   有害図書類等が条例で定める方法により区分陳列されている 

   「一部区分されている」･･･ 有害図書類等の一部が区分陳列されていない 

「区分されていない」･･･  有害図書類等が区分陳列されていない（区分陳列の方法が条例で定める基準を

満たしていない場合を含む。） 
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区分されていない
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不明

13.8%
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7.5%（13店）

区分されていない

1.2%（2店）

不明

12.7%

（22店）

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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ウ 有害図書類等の区分陳列方法 

有害図書類等【書籍・雑誌】の取扱いがあり、区分陳列が行われている 81 店の陳列方法は、 

「10cm 以上張り出した仕切り板」によるものが 82.7％、「60cm 以上離した棚」によるものが 

21.0％、「壁等で囲まれた場所」によるものが 9.9％、「カウンターの上や内側」によるものが 

7.4％であった。 

また、有害図書類等【映像ソフト】の取扱いがあり、区分陳列が行われている 136 店の陳列方

法は、「10cm 以上張り出した仕切り板」によるものが 21.3％、「60cm 以上離した棚」によるもの

が 8.1％、「壁等で囲まれた場所」によるものが 77.9％、「カウンターの上や内側」によるもの

が 5.1％であった。 

 
 

図表２－４－３ 有害図書類等の区分陳列方法（複数回答）（【書籍・雑誌】N=81 【映像ソフト】N=136） 
 

  
 

（５）有害図書類等取扱い店舗における 18 歳未満への販売・閲覧等禁止の表示 

  ア 有害図書類等【書籍・雑誌】の表示 

有害図書類等【書籍・雑誌】の取扱いのある 116 店のうち、「18 歳未満への販売・閲覧等禁止

の表示」を行っている店舗は 91.4％（106 店）（平成 29 年度：90.6％）、行っていない店舗は 

6.0％（7 店）（平成 29 年度：5.0％）であった。 

 
 

図表２－５－１ 有害図書類等【書籍・雑誌】18 歳未満への販売・閲覧等禁止の表示（N=116） 
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イ 有害図書類等【映像ソフト】の表示 

有害図書類等【映像ソフト】の取扱いのある 173 店のうち、「18 歳未満への販売・閲覧等禁止の

表示」を行っている店舗は 96.0％（166 店）（平成 29 年度：94.1％）、行っていない店舗は 2.3％ 

（４店）（平成 29 年度：4.2％）であった。 

 
 
図表２－５－２ 有害図書類等【映像ソフト】18 歳未満への販売・閲覧等禁止の表示（N=173） 

 

 

（６）有害図書類等のサンプルディスプレイの有無について 

   有害図書類等【書籍・雑誌】の取扱いのある 116 店のうち、サンプルディスプレイを行っている

店舗は 2.6%（3 店）、行っていない店舗は 83.6%（97 店）であった。 

  また、有害図書類等【映像ソフト】の取扱いのある 173 店のうち、サンプルディスプレイを行って

いる店舗は 5.8%（10 店）、行っていない店舗は 75.7%（131 店）であった。 

 

図表２－６ 有害図書類等のサンプルディスプレイの有無（【書籍・雑誌】N=116【映像ソフト】N=173） 
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青少年保護育成条例 

○有害図書類等（成人向け雑誌、アダルトビデオなど）の販売又は貸付けを営む者は、有害図書類を他の
図書類と区分して、店内の監視できる場所に以下の方法で陳列しなければなりません。（改善命令に従
わないと 30 万円以下の罰金） 

  ・間仕切り等により仕切られた場所で、かつ、内部を容易に見通すことのできない措置が取られた場
所に有害図書類をまとめて陳列 

  ・シール止めやビニール包装などをした上で、一般の図書の棚と 60 cm 以上離した棚にまとめて陳
列、または、10 ㎝以上張り出した仕切り板の中にまとめて陳列（仕切り板のある成人図書コーナ
ーなど） 

  ・従業員が常駐するカウンターの上や内側にまとめて陳列 

○有害図書類等の陳列場所に、18 歳未満への販売や閲覧させることを禁止する表示を見やすい文字によ

り掲示しなければなりません。 

○有害図書類等を陳列するときは、当該図書類の表紙が店舗の外部から見えない場所に置くように努め

なければなりません。 
 

（７）Ｚ区分ゲームの取扱い 

調査実施店舗数 248 店のうち、【Ｚ区分ゲーム】の取扱いがあった店舗は 62.5%（155 店）であっ

た。 

図表２－７－１ Ｚ区分ゲーム取扱いの有無（N=248） 

 

調査実施店舗のうち、平成 29 年度も調査対象であった 244 店について、平成 29 年度と令和元年

度の【Ｚ区分ゲーム】の取扱状況を比較したところ、【Ｚ区分ゲーム】の取扱いがあった店舗は、

平成 29 年度が 62.7%（153 店）、令和元年度が 63.5％（155 店）で、同率となった。 

 

図表２－７－２ Ｚ区分ゲーム取扱状況の経年比較（N=244） 
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（８）Ｚ区分ゲームの区分陳列 

ア 【Ｚ区分ゲーム】の区分陳列実施状況 

【Ｚ区分ゲーム】の取扱いのある 155 店のうち、「区分されている」店舗は 74.8％（116 店）

（平成 29 年度：82.5％）、「一部区分されている」店舗は 6.5％（10 店）（平成 29 年度：1.6％）、

「区分されていない」店舗は 4.5％（７店）（平成 29 年度：13.8％）であった。 

なお、区分されているか不明な店舗が 14.2％（22 店）あり、不明な店舗を除くと 87.2％で区分

されていた。 

 

図表２－８－１ Ｚ区分ゲーム区分陳列実施状況（N=155） 

 

 イ Ｚ区分ゲームの区分陳列方法 

【Ｚ区分ゲーム】の取扱いがあり、区分陳列が行われている 116 店の陳列方法は、「10cm 以上張

り出した仕切り板」によるものが 24.1％、「60cm 以上離した棚」によるものが 6.9％、「壁等で囲

まれた場所」によるものが 13.8％、「カウンターの上や内側」によるものが 6.9％、「150cm 以上の

棚に仕切版」によるものが 67.2％、「施錠されたガラスケース」によるものが 6.0％であった。 
 
 
 

図表２－８－２ Ｚ区分ゲームの区分陳列方法（複数回答） （N=116） 
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（９）Ｚ区分ゲーム取扱い店舗における 18 歳未満への販売・閲覧等禁止の表示 

【Ｚ区分ゲーム】の取扱いのある 155 店のうち、「18 歳未満への販売・閲覧等禁止の表示」を行

っている店舗は 92.3％（143 店）（平成 29 年度：89.9％）、行っていない店舗は 7.1％（11 店）（平

成 29 年度：7.4％）であった。 
 

図表２－９ Ｚ区分ゲーム 18 歳未満への販売・閲覧等禁止の表示（N=155） 
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鶴
見

区
1 

- 
1 

- 
-

- 
1 

-
1 

- 
-

1 
- 

-
-

1 
1 

- 
-

1 
-

- 
1 

- 
1 

- 
- 

- 
-

- 
1 

- 
-

- 
-

1 

神
奈

川
区

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

-
-

- 
-

- 
-

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
- 

西
区

2 
- 

2 
- 

-
3 

2 
- 

2 
- 

1 
1 

- 
-

-
2 

2 
-

-
-

-
2 

2 
- 

-
2 

- 
-

- 
-

2 
- 

-
- 

-
2 

中
区

4 
- 

4 
- 

-
1 

4 
- 

1 
3 

- 
4 

- 
-

- 
4 

4 
- 

-
- 

3 
1 

4 
- 

4 
- 

- 
1 

1 
- 

3 
- 

-
- 

-
4 

南
区

1 
- 

1 
- 

-
- 

1 
- 

1 
- 

-
1 

- 
-

- 
1 

1 
- 

1 
- 

-
- 

1 
- 

- 
1 

- 
1 

1 
- 

-
- 

-
- 

-
1 

港
南

区
1 

- 
1 

- 
-

- 
1 

- 
1 

- 
-

1 
- 

-
- 

1 
1 

- 
-

1 
- 

- 
1 

- 
- 

1 
- 

-
- 

-
1 

- 
-

- 
-

1 

保
土

ケ
谷

区
1 

- 
1 

- 
-

- 
1 

- 
1 

- 
-

1 
- 

-
- 

1 
1 

- 
1 

- 
-

- 
1 

- 
1 

- 
- 

- 
-

- 
1 

- 
-

- 
-

1 

旭
区

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
- 

磯
子

区
1 

- 
1 

- 
-

- 
1 

- 
1 

- 
-

1 
- 

-
- 

1 
1 

- 
1 

- 
-

- 
1 

- 
- 

1 
- 

-
- 

-
1 

- 
-

- 
-

1 

金
沢

区
- 

-
- 

-
- 

-
- 

-
- 

-
- 

-
- 

-
- 

-
- 

-
- 

-
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

-
- 

-
- 

-
- 

-
- 

- 

港
北

区
6 

- 
6 

- 
-

1 
5 

1 
2 

3 
2 

3 
- 

-
- 

6 
6 

- 
3 

2 
1 

- 
5 

1 
3 

2 
1 

1 
1 

- 
5 

2 
- 

-
2 

4 

緑
区

3 
- 

3 
- 

-
- 

3 
- 

3 
- 

-
3 

- 
-

- 
3 

3 
- 

1 
- 

2 
- 

3 
- 

1 
2 

- 
-

- 
-

3 
- 

-
- 

-
3 

青
葉

区
1 

- 
1 

- 
-

2 
1 

- 
1 

- 
-

1 
- 

-
- 

1 
1 

- 
1 

- 
-

- 
1 

- 
- 

1 
- 

1 
1 

- 
-

- 
-

- 
-

1 

都
筑

区
1 

- 
1 

- 
-

- 
1 

- 
1 

- 
1 

- 
-

- 
-

1 
1 

- 
1 

- 
-

- 
1 

- 
1 

- 
- 

1 
1 

- 
-

- 
-

- 
-

1 

戸
塚

区
2 

- 
2 

- 
-

2 
2 

- 
1 

1 
- 

2 
- 

-
- 

2 
2 

- 
2 

- 
-

- 
2 

- 
1 

1 
- 

1 
1 

- 
1 

- 
-

- 
-

2 

栄
区

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
- 

泉
区

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
- 

瀬
谷

区
- 

-
- 

-
- 

-
- 

-
- 

-
- 

-
- 

-
- 

-
- 

-
- 

-
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

-
- 

-
- 

-
- 

-
- 

- 

小
計

2
4

 
- 

2
4

 
- 

-
9 

2
3

 
1 

1
6

 
7 

4 
1
9

 
- 

-
- 

2
4

 
2
4

 
- 

1
1

 
4 

6 
3 

2
3

 
1 

1
2

 
1
1

 
1 

6 
6 

- 
1
8

 
2 

- 
-

2 
2
2

 

川
崎

区
6 

- 
6 

- 
-

3 
6 

- 
2 

4 
5 

1 
- 

-
- 

6 
6 

- 
3 

2 
1 

- 
6 

- 
3 

3 
- 

-
- 

-
6 

- 
-

- 
-

6 

幸
区

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
-

- 
-

- 
-

- 
-

- 
- 

中
原

区
3 

- 
3 

- 
-

- 
3 

- 
3 

- 
-

3 
- 

-
- 

3 
3 

- 
3 

- 
-

- 
3 

- 
2 

1 
- 

1 
1 

- 
2 

- 
-

- 
-

3 

高
津

区
4 

- 
4 

- 
-

- 
3 

1 
1 

2 
2 

1 
- 

-
- 

4 
4 

- 
2 

1 
1 

- 
4 

- 
2 

2 
- 

1 
1 

- 
3 

- 
-

- 
-

4 

宮
前

区
- 

-
- 

-
- 

-
- 

-
- 

-
- 

-
- 

-
- 

-
- 

-
- 

-
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

-
- 

-
- 

-
- 

-
- 

- 

多
摩

区
1 

- 
1 

- 
-

- 
1 

- 
1 

- 
1 

- 
-

- 
-

1 
1 

- 
-

- 
1 

- 
1 

- 
1 

- 
- 

1 
1 

- 
-

- 
-

- 
-

1 

麻
生

区
1 

- 
1 

- 
-

- 
1 

- 
1 

- 
-

1 
- 

-
1 

1 
- 

1 
- 

-
- 

1 
- 

- 
1 

- 
1 

1 
- 

-
- 

-
- 

-
1 

小
計

1
5

 
- 

1
5

 
- 

-
3 

1
4

 
1 

8 
6 

8 
5 

1 
- 

- 
1
5

 
1
5

 
- 

9 
3 

3 
- 

1
5

 
- 

8 
7 

- 
4 

4 
- 

1
1

 
- 

-
- 

- 
1
5

 

緑
区

2
  
  
  

-
  
  
  

2
  
  
  

-
  
  
  

-
  
  
  

-
  
  
  

2
  
  
  

-
  
  
  

1
  
  
  

1
  
  
  

-
  
  
  

2
  
  
  

-
  
  
  

-
  
  
  

-
  
  
  

2
  
  
  

2
  
  
  

-
  
  
  

2
  
  
  

-
  
  
  

-
  
  
  

-
  
  
  

2
  
  

-
  
  

1
  
  

1
  
  

-
  
  

2 
1 

1 
- 

-
- 

-
- 

2 

中
央

区
1

  
  
  

-
  
  
  

1
  
  
  

-
  
  
  

-
  
  
  

-
  
  
  

1
  
  
  

-
  
  
  

1
  
  
  

-
  
  
  

-
  
  
  

1
  
  
  

-
  
  
  

-
  
  
  

-
  
  
  

1
  
  
  

1
  
  
  

-
  
  
  

1
  
  
  

-
  
  
  

-
  
  
  

-
  
  
  

1
  
  

-
  
  

1
  
  

-
  
  

-
  
  

- 
-

- 
1 

- 
-

- 
-

1 

南
区

4
  
  
  

1
  
  
  

4
  
  
  

-
  
  
  

-
  
  
  

1
  
  
  

3
  
  
  

1
  
  
  

2
  
  
  

1
  
  
  

-
  
  
  

3
  
  
  

-
  
  
  

-
  
  
  

-
  
  
  

4
  
  
  

4
  
  
  

-
  
  
  

4
  
  
  

-
  
  
  

-
  
  
  

-
  
  
  

4
  
  

-
  
  

1
  
  

3
  
  

-
  
  

1 
1 

- 
3 

1 
1 

- 
-

3 

小
計

7
  
  
  

1
  
  
  

7
  
  
  

-
  
  
  

-
  
  
  

1
  
  
  

6
  
  
  

1
  
  
  

4
  
  
  

2
  
  
  

-
  
  
  

6
  
  
  

-
  
  
  

-
  
  
  

-
  
  
  

7
  
  
  

7
  
  
  

-
  
  
  

7
  
  
  

-
  
  
  

-
  
  
  

-
  
  
  

7
  
  

-
  
  

3
  
  

4
  
  

-
  
  

3
  
  
  

2
  
  
  

1
  
  
  

4
  
  
  

1
  
  
  

1
  
  
  

-
  
  
  

-
  
  
  

6
  
  
  

（ 内 ） 新 規

ネ ッ ト カ フ ェ ・

ま ん が 喫 茶

1
8
歳

未
満

深
夜

立
入

禁
止

表
示

あ る

フ
ィ

ル
タ

リ
ン

グ
等

の
措

置

ま ん が 喫 茶 の み
な い

そ の 他 の

方 法
あ る

な い
あ る

営
業

区
分

1
8
歳

未
満

の
オ

ー
プ

ン
席

利
用

2 3 時 以 降 閉 店

（ 深 夜 営 業 あ り ）

2 4 時 間 営 業

（ 深 夜 営 業 あ り ）

た
ば

こ
自

動
販

売
機

あ る
な い

な い

相
模

原
市

不 明
あ る

成
人

識
別

装
置

導 入 済

な い
不 明

政
令

市
　

計

割
合

(％
)

横
浜

市

川
崎

市

ネ ッ ト カ フ ェ の み

閉 店 等
1
8
歳

未
満

の
年

齢
確

認

表
１

－
２

　
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

カ
フ

ェ
・
ま

ん
が

喫
茶

（
政

令
市

別
）

令
和

元
年

度
神

奈
川

県
社

会
環

境
実

態
調

査

調 査 実 施 店 舗 数

自
主

規
制

の
実

施
状

況
未

成
年

者
の

喫
煙

飲
酒

防
止

の
取

組 酒
類

自
動

販
売

機

な い

成
人

識
別

装
置

客
席

の
状

況

ペ
ア

シ
ー

ト
の

有
無

ペ
ア

シ
ー

ト
内

の
見

通
し

ペ
ア

シ
ー

ト
内

の
鍵

あ る
な い

可
不 可

あ る
な い

不 明

条
例

に
基

づ
く
措

置
深

夜
営

業
の

状
況

2 3 時 ま で に 閉 店

（ 深 夜 営 業 な し ）

区

項
目
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1 0 c m 以 上 張 り

出 し た 仕 切 り 板

6 0 c m 以 上 離 し

た 棚
壁 等 で 囲 ま れ た 場

所
カ ウ ン タ ー の 上 や

内 側
1 0 c m 以 上 張 り

出 し た 仕 切 り 板

6 0 c m 以 上 離 し

た 棚
壁 等 で 囲 ま れ た 場

所
カ ウ ン タ ー の 上 や

内 側
1 0 c m 以 上 張 り

出 し た 仕 切 り 板

6 0 c m 以 上 離 し

た 棚
壁 等 で 囲 ま れ た 場

所
カ ウ ン タ ー の 上 や

内 側
1 5 0 c m 以 上 の

棚 に 仕 切 版

施 錠 さ れ た ガ ラ ス

ケ ー ス

あ る
な い

あ る
な い

( 不 明 を 含 む ）

あ る
な い

あ る
な い

あ る
な い

あ る
な い

2
4
8

 
8
3

 
1
1
8

 
2
4

 
2
2

 
1 

4
3

 
1
0
2

 
1
4
6

 
1
1
6

 
1
3
1

 
1 

8
1

 
6
7

 
1
7

 
8 

6 
1
3

 
6 

1
6

 
1
0
6

 
7 

3 
3 

9
7

 
1
6

 
1
7
3

 
7
5

 
1
3
6

 
2
9

 
1
1

 
1
0
6

 
7 

1
3

 
2 

2
2

 
1
6
6

 
4 

3 
1
0

 
1
3
1

 
3
2

 
1
5
5

 
9
3

 
1
1
6

 
2
8

 
8 

1
6

 
8 

7
8

 
7 

1
0

 
7 

2
2

 
1
4
3

 
1
1

 
1 

1
2
7

 
1
1
7

 
1
1
4

 
1
3
0

 
1
7
6

 
6
8

 
1
7
2

 
7
2

 
1
5
3

 
9
1

 
1
5
4

 
9
0

 

1
0
0
.0

 
3
3
.5

 
4
7
.6

 
9
.7

 
8
.8

 
0
.4

 
4
1
.1

 
5
8
.9

 
4
6
.8

 
5
2
.8

 
0
.4

 
6
9
.8

 
3
0
.2

 
6
2
.5

 
3
7
.5

 
5
2
.0

4
8
.0

4
6
.7

5
3
.3

7
2
.1

2
7
.9

7
0
.5

2
9
.5

6
2
.7

3
7
.3

6
3
.1

3
6
.9

(6
9
.8

)
(5

.2
)

(1
3
.8

)
(9

1
.4

)
(6

.0
)

(2
.6

)
(2

.6
)

(8
3
.6

)
(1

3
.8

)
(7

8
.6

)
(7

.5
)

(1
.2

)
(1

2
.7

)
(9

6
.0

)
(2

.3
)

(1
.7

)
(5

.8
)

(7
5
.7

)
(1

8
.5

)
(7

4
.8

)
(4

.5
)

(1
4
.2

)
(9

2
.3

)
(7

.1
)

(0
.6

)

(8
2
.7

)
(2

1
.0

)
(9

.9
)

(7
.4

)
(1

1
.2

)
(2

1
.3

)
(8

.1
)

(7
7
.9

)
(5

.1
)

(2
4
.1

)
(6

.9
)

(1
3
.8

)
(6

.9
)

(6
7
.2

)
(6

.0
)

(6
.5

)

9
0

 
2
9

 
4
0

 
1
3

 
8 

- 
1
0

 
4
7

 
4
3

 
4
1

 
4
8

 
1 

1
9

 
1
6

 
4 

2 
- 

8 
2 

1
2

 
3
8

 
2 

1 
- 

2
9

 
1
2

 
6
9

 
2
1

 
4
3

 
3 

2 
3
8

 
3 

8 
2 

1
6

 
6
6

 
1 

2 
3 

4
5

 
2
1

 
4
8

 
4
2

 
2
7

 
5 

4 
7 

3 
1
7

 
2 

2 
3 

1
6

 
4
6

 
2 

- 
4
5

 
4
5

  
 

4
1

  
 

4
9

  
 

7
0

 
2
0

 
6
9

 
2
1

  
 

5
1

 
3
9

 
4
8

 
4
2

 

4
5

 
1
9

 
1
7

 
6 

3 
- 

1
1

 
1
4

 
3
1

 
2
1

 
2
4

 
- 

1
9

 
1
6

 
5 

3 
1 

2 
- 

- 
2
0

 
1 

- 
1 

2
0

 
- 

2
9

 
1
6

 
2
7

 
6 

3 
2
3

 
1 

1 
- 

1 
2
9

 
- 

- 
4 

2
4

 
1 

2
4

 
2
1

 
2
0

 
7 

2 
6 

2 
1
5

 
1 

2 
- 

2 
2
2

 
2 

- 
2
4

 
1
9

  
 

2
1

  
 

2
2

  
 

3
2

 
1
1

 
2
9

 
1
4

  
 

2
3

 
2
0

 
2
4

 
1
9

 

横
須

賀
市

1
3

 
6 

6 
1 

- 
- 

3 
4 

9 
8 

5 
- 

6 
4 

- 
- 

2 
- 

- 
2 

8 
- 

- 
- 

8 
- 

1
0

 
3 

9 
2 

- 
6 

1 
- 

- 
1 

1
0

 
- 

- 
- 

9 
1 

8 
5 

6 
2 

- 
- 

1 
4 

- 
- 

1 
1 

6 
2 

- 
8 

5
  
  
 

8
  
  
 

5
  
  
 

9 
4

  
  
 

1
0

 
3

  
  
 

8 
5 

8 
5 

鎌
倉

市
2 

2 
- 

- 
- 

- 
3 

- 
2 

2 
- 

- 
2 

2 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
2 

- 
- 

- 
2 

- 
2 

- 
2 

2 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
2 

- 
- 

- 
1 

1 
2 

- 
2 

1 
- 

- 
- 

2 
- 

- 
- 

- 
2 

- 
- 

2 
-

  
  
 

2
  
  
 

-
  
  
 

2 
-

  
  
 

2 
-

  
  
 

2 
- 

2 
- 

逗
子

市
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

-
  
  
 

-
  
  
 

-
  
  
 

- 
-

  
  
 

- 
-

  
  
 

- 
- 

- 
- 

三
浦

市
- 

- 
- 

- 
- 

- 
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Ⅳ 実施要領・調査要領 

令和元年度社会環境実態調査 実施要領 

①目的 青少年の健全育成に大きな影響を与えている各種営業の実態や青少年保護育成条例の遵守

状況等を把握し、店舗や関係業界への指導、条例による規制、県民への周知啓発等を検討す

る基礎資料とするため、市町村や地域の青少年育成関係者の協力のもと、店舗調査を実施し

ます。

②調査対象 ○インターネットカフェ・まんが喫茶

○古書店、映像ソフト（ＤＶＤ、ビデオ）取扱店、ゲームソフト取扱店、

複合店（書籍、映像ソフト、ゲームソフトなど数種類の商品を扱う店）

※基本的には、県が提供する店舗リストに掲載された店舗を調査していただければ結構です

が、新規開店した店舗などをご存知でしたら、調査対象に加えてください。

※所定の期間内にすべての店舗を実施できなかった場合は、その旨ご報告ください。

※市町村が独自に上記業種以外を調査することも可能です（⑥イ参照）。

③調査時期 ７月～９月 

※内閣府が主唱する「青少年の非行・被害防止全国強調月間」に係る活動の一環として実施

するため、７月を調査期間に含めています。

※この期間は、安全対策の一環として県で保険に加入します。期間外は補償の対象となりま

せんので、ご注意ください。（市町村で保険に加入している場合を除く。）

④調査方法

概要 

各地域の調査対象店舗を訪問し、調査票１、３により、条例の規制の取組状況や、業界団

体の自主規制の取組状況などを調査します。 

※実施する日や時間は、ご都合に合わせて設定していただければ結構ですが、混雑する時間

帯はできるだけ避けた方が無難です。混雑する時間帯は、お店によって異なりますが、社

会人や学生が少ない平日の午前中は、比較的空いていると思われます。

※基本的には、店舗への事前連絡は不要ですが、連絡した方が調査員にとってやりやすい場

合は、連絡しても差し支えありません。

⑤とりまと

め、提出 

（市町村） 

市町村は、調査票１、３に記載された内容を、調査票２、４にとりまとめ、各提出先に提

出してください（電子データ）。提出先と提出期限は、別添「社会環境実態調査 結果提出

先一覧」を参照してください。 

※調査票１、３の提出は、必要ありません。

⑥その他 ア 安全対策

平成23年度より、社会環境実態調査については、参加する青少年育成者が全員補償を受

けられるよう、県が傷害保険に加入しています。調査に伴い怪我や熱中症などにかかった

ときは、県青少年課（045-210-3848）へご連絡ください。 

※一部の市町村では、県の保険には加入せず、市町村で保険に加入している場合があり

ます。その場合は、市町村へご連絡ください。

イ 市町村における独自調査

各市町村において、地域の実情を踏まえ、２の調査対象以外の業種を独自に調査する必

要がある場合、それも社会環境実態調査の一環として追加することができます。期間内で

あれば、保険の対象にもなります。この場合、調査結果を県に提供してくださるようお願

いします。
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調査結果の活用 

【立入調査、啓発・指導の実施】 

調査の結果、問題のある店舗については、行政職員が立入調査を行い、必要な啓発や指導を行います。ま

た、立入調査の結果は、各市町村に情報提供します。 

【県民への周知】 

県内全域の調査結果をとりまとめ、各市町村に提供します。 

また、業界の取組状況を県民に広く周知することにより、業界の取組を促進させるため、県ホームページ

でも公表します（令和２年２月頃予定）。 

【業界への協力依頼】 

業界団体が参加する各種会議で調査結果を報告し、それを基に、業界団体に協力を依頼しています。 

【条例の見直しや施策の企画立案のための基礎資料】 

・平成28年･･･青少年保護育成条例の見直しにあたり、事業者の取組状況の基礎資料として活用 

・平成29年･･･青少年喫煙飲酒防止条例の見直しにあたり､事業者の取組状況の基礎資料として活用 

上記のほか、条例による新たな規制を検討する際の基礎資料としても活用しています。 

＜主な活用事例＞ 

・平成８年度条例改正（有害図書類自動販売機、ツーショットカード販売所を届出対象） 

・平成17年度条例改正（カラオケ店、インターネットカフェへの青少年の深夜立入制限） 

・平成20年度条例改正（Ｚ区分ゲームソフトについて団体表示図書類制度を創設） 

 

 

令和元年度 社会環境実態調査 結果提出先一覧 

市町村 提出先 提出期限 

横浜市 
県青少年課地域環境グループ 

令和元年 

11月15日（金） 川崎市 

横須賀市、鎌倉市、逗子市、 

三浦市、葉山町 

横須賀三浦地域県政総合センター 

総務部県民・防災課  

令和元年 

11月８日（金） 

相模原市、厚木市、大和市、 

海老名市、座間市、綾瀬市、 

愛川町、清川村 

県央地域県政総合センター 

総務部県民・防災課 

平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、 

秦野市、伊勢原市、寒川町、 

大磯町、二宮町 

湘南地域県政総合センター 

総務部県民・防災課 

小田原市、南足柄市、 

中井町、大井町、松田町、 

山北町、開成町、箱根町、 

真鶴町、湯河原町 

県西地域県政総合センター 

総務部県民課 
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２ 調査の実施方法（調査当日の流れ、持参するもの） 

 

(1) 店舗での調査の流れ                   

 

             ・看板、地図等で、店名と所在地を確認してください。 

 

 

・あいさつの後、店舗用チラシと昨年度調査結果を見せながら、調査

概要を説明してください。 

 

 

 

 

・調査票１、３に従って、店舗の方への聞き取りや、目視による確認

を行ってください。 

 

 

・調査が終了したら、お礼のごあいさつをして退店してください。 

 

 

 

・調査結果を調査票に記入してください。記入漏れのないよう、でき

るだけすべて記入してください。 

・時間が経つと記憶が薄れることがあるので、退店後すぐに記入する

ことをお勧めします。 

・記入した調査票は、市区町村に提出してください。 

 

調査時に持参するもの 

 県又は市町村等が発行する青少年育成関係者の身分証 

 調査票、筆記用具、クリップボード 

 マニュアル（必要に応じて）※ 

 店舗に渡す資料 

  ア 店舗依頼用チラシ 

  イ 平成30年度社会環境実態調査結果（概要） 

※マニュアル全ページ分を持ち歩くのが難しい場合は、このページと次のページを抜粋して携帯してくだ

さい。 

 

  

調査実施 

入   店 

あいさつ 
調査概要の説明 

調査票記入 
提出 

お礼、退店 

例「こんにちは。○○市青少年△△員です。本日は、県からの依
頼で、社会環境実態調査として、青少年に関する取組状況を調査
しています。いくつかご質問したり、店内を拝見させていただい
たりしたいのですが、今、お時間よろしいでしょうか。」 

例「お忙しいところ、ご協力ありがとうございました。」 
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(2) 調査時に質問等を受けた場合の対応方法 

店長（責任者）がいな

いので対応できないと

言われたとき 

「アルバイトの方でも対応可能な内容ですので、ご協力お願いします」と伝えてい

ただき、それでも無理だと言われたときは、中止していただいて構いません。その

旨を、調査票の備考欄に記載してください。 

もし可能であれば、店長等がいらっしゃる曜日を確認し、再調査していただけると

助かります。 

調査を拒否されたり、

高圧的な態度をとられ

たとき 

調査を中止して構いません。その旨を、調査票の備考欄に記載してください。 

「了解しました。これで失礼します。」 

身分を証明するものを

求められたとき 

県又は市町村等が発行する青少年育成関係者の身分証を提示してください。 

お店の人から調査票を

見せてほしいと申出が

あったとき 

当該店舗の調査票又は未記入のものは、見せても構いません。他の店舗の情報が記

載された調査票は、絶対に見せないようにしてください。 

条例や調査に関し、お

店から質問やクレーム

があったとき 

県青少年課の問合せ先を案内してください。 

「申し訳ありません。私ではお答えできないので、こちらの問合せ先に連絡してく

ださい。」 

県青少年課の問合せ先は、店舗依頼用チラシにも記載されています。 

調査について事前に周

知したかと聞かれたと

き 

次のとおり説明をお願いします。 

「県から業界団体を通じて、若しくは有害図書類の例示通知と併せて依頼のチラシ

をお送りしています。」 

店舗依頼用チラシにもその旨記載されているので、チラシを見るように説明しても

よいです。 

さらに質問があったら、県青少年課の問合せ先を案内してください。 

条例違反の疑いがあっ

たとき 

調査時に条例違反等が見つかっても、店舗側に指摘したり、指導したりはしないで

ください。調査結果にそのことがわかるように記載していただければ、後日、行政

職員が立入調査を行い、適宜指導します。 

なお、違反状態が甚だしい場合や、青少年が被害に遭う可能性が高い場合などは、

直ちに県に調査、指導を要請することができます。県青少年課にご連絡ください。 

 

問合せ先 

神奈川県青少年課地域環境グループ 電話 045-210-3848（直通） 
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３ インターネットカフェ・まんが喫茶の調査方法〔調査票１、２〕 

 

 (1) 客席の状況 

近年、インターネットカフェ等において、見通しが悪い個室内で青少年が福祉犯罪被害（児童

ポルノ事犯、淫行など）に巻き込まれる事件が起きています。そのため、条例では、個室内の見

通しが悪く、かつ一定基準（内部から施錠できるなど）に該当する施設について、有害個室とし

て指定できると定めています。 

   本調査項目では、福祉犯罪の温床となる可能性のある個室の有無を把握するため、個室の外から

の見通しの可否、内鍵の有無を確認していただきます。 

 

①ペアシートの

有無（視認又は

聞き取り） 

ペアシート等（周囲に仕切りがあり、独立した区画 

となる個室で、２人以上の客が利用できるもの）の 

有無を確認してください。 

②外部からのペ

アシート等内部

の見通しの可否

（視認） 

空いているペアシート等のドアを閉めた状態で、ガラス窓やドアの上下の隙間

などから個室内を覗き込み、客席付近が見えるか確認してください。空き室がな

い場合は、離れたところから可能な限りで確認していただければ結構です。実際

にお客さんがいる個室を覗きこまないようにしてください。 

 なお、ドアの上部が空いていて見通しを妨げるものがなく、かつドアの高さが

1.5メートル以下の場合、見通し可に区分してください。このとき、メジャーで

厳密に測定する必要はありません。例えば身長との比較で確実に1.5メートル以

下であれば見通し可とし、微妙な場合は、見通し不可として構いません。後日、

行政職員が立入調査を行い、詳しく確認します。 

③ペアシート等

の内鍵の有無

（視認又は聞き

取り） 

 ペアシート等の内側から掛けられる鍵の有無を確認してください。 

 

(2) 条例に基づく措置状況 

  条例では、インターネットカフェ・まんが喫茶が青少年の深夜外出の受け入れ先にならないよ

うにするため、同店舗への青少年の深夜の入場を禁止するとともに、青少年の深夜入場を制限す

る旨を、店舗の入口付近に表示するよう義務付けています。 

また、青少年に有害サイトを閲覧させないようにするため、パソコンにフィルタリング等の措

置をとるよう努力義務を課しています。 

本調査項目では、これらの条例に基づく措置の有無について、確認していただきます。 

 

 

 

ペアシートのイメージ 

・ペアシート等 「有」 → ②へ 

・ペアシート等 「無」 → (2)へ 
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④深夜営業の状

況（聞き取り） 

店員に聞き取りを行い、深夜営業（23時以降）の有無を確認してください。 

曜日によって営業時間が異なる場合は、最も遅く閉店する日を確認してくださ

い。 

 「23時までに閉店（23時閉店を含む）」→ 深夜営業「無」→ ⑤～ 

  「23時以降閉店」又は「24時間営業」 → 深夜営業「有」→ ⑥～ 

⑤18歳未満の深

夜入場制限の表

示の有無（深夜

営業「有」の場

合）（視認） 

入口付近の見やすいところに、18 歳未満の深夜の入場を制限する旨の表示が

あるか確認してください。 

【表示例】 

 

 

※同趣旨の内容であれば可。 

※23時より早い時間から入場を制限する内容も可。 

⑥青少年の有害

サイトの閲覧を

制限する措置の

有無（パソコン

を利用させてい

ない店舗は対象

外）（聞き取

り） 

18歳未満にパソコンで有害サイトを閲覧させないようにするための措置をと

っているか、店員から聞き取って確認してください。 

【青少年有害サイト閲覧防止措置の例】 

 ○18歳未満が利用するパソコンにフィルタリング※を導入 

※インターネット上の有害サイトへの接続を防止するシステム 

 ○その他の適切な措置 

・青少年はオープン席(仕切りのない席)又はドアを開放した状態で利用 

  ・青少年の利用禁止又は保護者同伴が条件 

 

(3) 自主規制等の状況 

  インターネットカフェ等の業界団体である日本複合カフェ協会（任意加入）では、「運営ガイ

ドライン」の中で、青少年対策として「年齢の確認」や「客席の取扱」などの自主規制基準を定

めています。 

  本調査項目では、これらの業界の自主規制基準の運用状況について、確認していただきます。 

⑦18歳未満と思

われる者の年齢

確認の有無（聞

き取り） 

店員に聞き取りを行い、18歳未満と思われる者に対し、次のような方法で身分証

による年齢確認を行っているか確認してください。 

・会員証（年齢情報を管理できるもの）を作成する際に、運転免許証等の身分証

の提示を求め、入店時に会員証を提示させている。 

・入店時に運転免許証等の身分証の提示を求めている。 

⑧18歳未満のオ

ープン席利用の

有無（聞き取

り） 

18歳未満に対し、オープン席（仕切りがなく、周囲から見える席）を利用させて

いるか確認してください。 

オープン席しかない店舗は「有」に、オープン席がまったくない店舗は「無」に

区分してください。 

⑨たばこ・酒類

自動販売機の有

無、成人識別装

置の有無 

たばこ・酒類の自動販売機の有無を確認してください（対面販売は対象外で

す）。両方又はいずれかの自動販売機が「有」の場合、成人識別装置※の有無を確

認してください。 

  ※成人であることを確認できなければ、商品を購入できないシステム。 

taspo（タスポ）のほか、運転免許証で確認できる装置もあります。 

神奈川県青少年保護育成条例により、午後11時から翌４時までの間は、18歳未満の
方の入場をお断りします。 
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４ 古書店、複合店、映像ソフト取扱店、ゲームソフト取扱店の調査方法〔調査３、４〕 

 

条例では、青少年の健全育成を阻害するおそれがある図書類として神奈川県児童福祉審議会で指

定されたもの及び青少年の性的感情を刺激する写真や絵のページ数、場面数等が規則で定める基準

を満たすものを「有害図書類」と定め、区分陳列等の義務を課しています。また、CERO という県の

指定を受けた団体が 18 歳以上対象としたゲームソフトにも、区分陳列等の努力義務を課しています。 

一方、図書業界等も、自主規制基準に基づき青少年の健全育成に好ましくないと判断した図書類

（成人向け図書類）に、閲覧防止措置や成人マークの表示を行ったり、区分陳列を推進したりして

います。 

有害図書類及び成人向け図書類は、店頭でビニール包装等の閲覧防止措置を施された状態で販売

されていることが多いのですが、商品の袋を開けて中身を確認するわけにはいきませんので、特に

有害図書類と成人向け図書類を区別することなく、外形上閲覧防止措置等がされている図書類は、

調査対象としてください。 

 

① 有害図書類等の有無 

  次表に該当する有害図書類、成人向け図書類、Ｚ区分ゲームソフトの有無を確認してください。 

 

調査対象（表の措置や表示がされた有害図書類、成人向け図書類、Ｚ区分ゲームソフト） 

書籍・雑誌の場合 

ビニール包装    ひも掛け   ２点シール止め       成人向けマーク（例） 

 

 

 

 

 

 

※パチスロ、競馬雑誌は、対象外です。 

映像ソフト（DVD、ﾋﾞﾃﾞｵ）の場合 

 

 

 

成人向けマーク（例） 

家庭用ゲームソフトの場合 

 

 

 

Ｚ区分のマーク 

もし、上記の措置や表示がされていない図書類で、有害図書類に該当するのでは、と気になる

ものがあった場合は、備考欄に記載してください。後日、行政職員が立入調査を行い、確認しま

す。本調査の調査員が、有害図書類に該当するかどうか確認する必要はありません。 

 

 

 

 

 

成年向け雑誌 

有害図書類、成人向け図書類に該当するものがあった場合のみ、②以降の調査へ進

み、陳列状況等を確認してください。 
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②有害図書類等の区分陳列の状況 

 次のいずれかの方法で他の図書類と区分して陳列されているか確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｚ区分ゲームソフトは、次のいずれかの陳列方法でも可 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記の区分陳列方法をとっているものの、一部の有害図書類等が一般の場所に混在している場合

は、調査票の「２ 一部区分陳列 無」に○を付け、区分陳列方法も選択してください。 

③18歳未満への販売等を禁止する旨の表示の有無 

有害図書類等の陳列場所に、青少年に販売等を禁止する旨の表示の有無を確認してください。 

【表示例】 

 

 

  ※文言が違っても、同趣旨の内容であれば可 

④サンプルディスプレイの有無（Ｚ区分ゲームソフトは対象外） 【新規調査項目】 

有害図書類等のサンプルディスプレイ（次のイラストのように店の外から有害図書類等の表

紙が見えるように陳列）の有無を確認してください。 

 

 

 

  

150cm以上 

10㎝以上張り出した 
仕切板の間にまとめて 
陳列 

他の図書の棚と60㎝以
上離した棚にまとめて
陳列 

壁や棚で囲まれた 
場所にまとめて陳列 

従業員が常駐する 
カウンターの上や 
内側にまとめて陳

床から150cm以上の位置で、Ｚ
区分である旨を記した 
仕切り板の間にまとめて陳列 

施錠されたガラスケース
に収納 

10cm以上 

18歳未満の方に対して、ここに陳列してある書籍・雑誌を販売し、閲覧させることは、条例により禁
止されています 

60cm以上 
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５ 調査結果のとりまとめ（データの入力）の方法 

 

県青少年課から送付するエクセルデータ（調査票２、４）には、平成29年度又は30年度の調査結

果を記入していますので、適宜加除修正してください。未記入の様式に新たに入力していただいて

も構いません。 

ただし、書店における有害図書類の区分陳列方法の欄については、空欄で送付しています。（調

査方法を見直したため）。お手数をおかけしますが、改めて記載をお願いします。 

・継続店舗 

調査項目すべてについて変更等がないか確認の上、変更箇所について加除修正を行ってください。 

・調査を実施できない店舗 

備考欄に調査を実施できない理由を記入の上、調査項目欄に斜線を引いてください。（調査拒否、

休業など） 

・新規（開店）店舗 

行を追加（挿入）して、備考欄に「新規」と記入し、調査項目すべてを入力してください。 

・廃業（閉店）店舗 

営業区分欄の「閉店」に○を記入し、各調査項目欄に斜線を引いてください。 
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令和元年度 社会環境実態調査 調査票（ネットカフェ） 
 

市区町村  整理番号  

店  名  調査月日    月   日 

所 在 地  

営業区分 

□ア インターネットカフェ・まんが喫茶  □イ インターネットカフェのみ 

□ウ まんが喫茶のみ（インターネットに接続できるパソコンなし） 

□エ その他（例:DVD 鑑賞             ）  □オ 閉店 

 

 

 

(1) 客席の状況 

①ペアシート等※有無 

（視認又は聞き取り） 

※周囲に仕切りがあり、独立した区

画で、２人以上利用できる席） 

  

１ 無 ・ ２ 有 （どちらかに○） 

 ↓        ↓ 

 (2)へ    ②へ 

  

 

②外部からのペアシート等内部の見通しの可否（視認） 

※客のいないペアシート等のドアを閉めた状態で、ガラス窓やドアの

上下の隙間などから個室内を覗き込み、客席付近が見えるか確認 

※ドアの高さが明らかに 1.5 メートル以下で、ドアの上部に見通しを

妨げるものがなければ、見通し「可」として扱う 

１ 可 ・ ２ 不可 

  （どちらかに○） 

③ペアシート等の内鍵の有無（視認又は聞き取り） １ 有 ・ ２ 無  （どちらかに○） 

 

 (2) 条例に基づく措置 

④深夜営業

の状況（聞

き取り） 

□１ 23 時までに閉店（23 時閉店含む） □２ 23 時以降閉店  □３ 24 時間営業 

  ↓ 

 深夜営業なし→⑥へ             深夜営業あり→⑤へ 

※曜日によって営業時間が異なる場合は、最も遅く閉店する日を確認 

⑤18 歳未満の深夜入場制限の表示の有無（視認） 

※入口付近の見やすいところに、18歳未満の深夜（23時以降）

の入場を制限する旨の表示があるか確認 

※23 時より早い時間から入場を制限する文面でも可 

 

１ 有 ・ ２ 無 

 

（どちらかに○） 

⑥フィルタリングその他の適切な措置の有無（聞き取り）※営業区分が「まんが喫茶のみ」は対象外 

  １ 18 歳未満者に利用させるパソコンにフィルタリングを導入 

いずれ 

かに○ 

 ２ その他の適切な方法による有害情報閲覧防止措置 

・青少年はオープン席(仕切りのない席)又はドアを開放した状態で利用 

・青少年の利用禁止又は保護者同伴が条件 

  
３ 上記いずれの措置も行っていない 

（調査票１） 

調査を拒否、高圧的な態度をとられたときなどは、調査を中止して構いません。（裏面の備考欄にその旨記載） 

ペアシートイメージ 
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(3) 自主規制等の状況 

⑦18歳未満と思われる者の年齢確認の有無（聞き取り） 

※18 歳未満と思われる者に対し、次のような方法による年齢確認を行

っているか確認 

・会員証（年齢情報を管理できるもの）を作成する際に、運転免許

証等の身分証の提示を求め、入店時に会員証を提示させている。 

・入店時に運転免許証等の身分証の提示を求めている。 

 

１ 有 ・ ２ 無 

 

（どちらかに○） 

⑧18 歳未満のオープン席利用の有無（聞き取り） 

※18歳未満に対し、オープン席（仕切りがなく、周囲から見える席）

を利用させているか確認 

※オープン席しかない店舗は「有」に、オープン席がまったくない店

舗は「無」に区分 

 

１ 有 ・ ２ 無 

 

（どちらかに○） 

⑨ たばこ自動販売機（対面販売は調査対象外） 

   １ 有 

↓「有」の場合、該当するものに「○」 

    
ア 成人識別装置 有 

    
イ 成人識別装置 無 

   
２ 無 

⑩ 酒類自動販売機（対面販売は調査対象外） 

   １ 有 

↓「有」の場合、該当するものに「○」 

   
 ア 成人識別装置 有 

   
 イ 成人識別装置 無 

   
２ 無 

 ※成人識別装置・・・成人であることを確認できなければ、商品を購入できないシステム。

taspo（タスポ）のほか、運転免許証で確認できる装置もあります。 

 

(4) 備考 

□調査拒否等 

 

どちら

かに○ 

どちら

かに○ 
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（
調

査
票

２
）

ア 有
イ 無

ア 有
イ 無

○ 市
1

○
○

ネ
ッ

ト
カ

フ
ェ

○
○

町
２

－
２

－
２

7
月

2
日

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
店

員
は

、
条

例
を

よ
く
知

ら
な

か
っ

た
。

○ 市
2

△
△

ま
ん

が
喫

茶
△

△
町

３
－

３
－

１
7
月

5
日

調
査

を
拒

否
さ

れ
、

調
査

で
き

な
か

っ
た

。

○ 市
3

ま
ん

が
喫

茶
×

×
×

×
町

1
－

1
－

１
7
月

2
日

○
閉

店

○ 市
4

□
□

ネ
ッ

ト
カ

フ
ェ

□
□

町
２

－
３

－
２

7
月

4
日

○
○

○
○

○
○

○

○ 市
5

※
※

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
カ

フ
ェ

※
※

町
１

－
３

－
３

7
月

9
日

○
○

○
○

○
○

○
○

　
計

1
1

1
0

1
1

2
0

2
1

1
1

0
2

1
1

1
0

0
2

0
0

2
2

2
0

0
0

0
0

2

令
和

元
年

度
　

社
会

環
境

実
態

調
査

　
調

査
票

【
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

カ
フ

ェ
・

ま
ん

が
喫

茶
】

　
記

載
例

市 区 町 村

整 理 番 号

店
　

　
名

所
　

在
　

地
調

査
月

日

営
業

区
分

(1
)客

席
の

状
況

(2
)条

例
に

基
づ

く
措

置
(3

)自
主

規
制

等
店

舗
の

状
況

備
考

（
調

査
協

力
へ

の
店

舗
の

対
応

、
お

店
か

ら
の

要
望

・
意

見
な

ど
）

ア 　 イ ン タ ー ネ ッ ト カ フ ェ ・

ま ん が 喫 茶

イ 　 イ ン タ ー ネ ッ ト カ フ ェ の み

ウ 　 ま ん が 喫 茶 の み

エ 　 そ の 他

オ 　 閉 店

④
深

夜
営

業
の

状
況

② 外 部 か ら の ペ ア

シ ー ト 等 内 部 の 見 通

し
③ ペ ア シ ー ト 等 の 内

鍵

① ペ ア シ ー ト 等 有

無
１ 　 2 3 時 ま で に 閉 店

　 　 ※ ２ ３ 時 閉 店 含 む 。

   （ 深 夜 営 業 な し ）

２ 　 2 3 時 以 降 閉 店

　 　 （ 深 夜 営 業 あ り ）

１ 無
２ 有

１ 可

２ 不 可

 ２ 無

成
人

識
別

装
置

成
人

識
別

装
置

１ 有
２ 無

１ 有
２ 無

１ 有
２ 無

３ 　 2 4 時 間 営 業

　 　 （ 深 夜 営 業 あ り ）

⑤ １ ８ 歳 未 満 の 深 夜 入

場 制 限 の 表 示

⑥
フ

ィ
ル

タ
リ

ン
グ

等
措

置

⑦ 1 8 歳 未 満 と 思 わ れ

る 者 の 年 齢 確 認

⑧ 1 8 歳 未 満 の オ ー プ

ン 席 利 用

⑨ た ば こ 自 動 販 売 機

⑩ 酒 類 自 動 販 売 機

市
区

町
村

２ 無

 １ 有

 ２ 無

 １ 有

１ 　 フ ィ ル タ リ ン グ 導 入

２ 　 そ の 他 の 適 切 な 方 法 に よ る

措 置

３ 　 い ず れ の 措 置 な し
１ 有

「
１

2
3
時
ま
で

に
閉
店

」

の
場
合

、
⑤
は
記

入
不
要

た
ば

こ
又

は
酒

の
自

動
販

売

機
「
ア

有
」
の

場
合

、
成

人
識

別
装

置
の

有
無

を
記

入

調
査

拒
否

や
閉

店
な

ど
で

調
査

を
実

施
し

な
か

っ
た

場

合
は

、
斜

線
を

記
入

ペ
ア
シ
ー

ト
「
１

無
」

の

場
合
、
②

③
は
記

入
不
要

「
ウ

ま
ん
が
喫

茶
の
み

」

の
場
合

、
⑥
は
記

入
不
要

備
考

欄
は

、
気

に

な
っ

た
こ

と
は

何

で
も

自
由

に
記

載

し
て

く
だ

さ
い

。
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令和元年度 社会環境実態調査 調査票（有害図書類等） 
 

市区町村  店舗番号  

店  名  調査月日    月   日 

所 在 地  

営業区分 

□ア 古書店   □イ 映像ソフト取扱店   □ウ ゲームソフト取扱店 

□エ 複合店（書籍、映像ソフト、ゲームソフトなど数種類の商品を扱う店） 

□オ その他営業（               ）  □カ 閉店 

深夜営業 □ア 23 時までに閉店（23 時閉店含む）  □イ  23 時以降閉店（24時間営業含む） 

 

 

 

① 有害図書類等の有無 

次に該当する図書類の有無を確認してください。「有」の場合は、裏面の調査をお願いします。

書籍・雑誌 
青少年の健全育成を阻害するおそれのある図書類で 

・ビニール包装、ひも掛け、２か所シール止め等 

のあるもの（付録散乱防止のためを除く） 

・又は、青少年が閲覧することが適当でない 

 旨の表示があるもの           表示の例→ 

※パチスロ、競馬等の雑誌は対象外 

 

１ 無  ２ 有 

      ↓ 

 

映像ソフト（DVD、ﾋﾞﾃﾞｵ） 
青少年の健全育成を阻害するおそれのある図書類で 

成人指定、成人向け等の表示があるもの 

表示の例→ 

 

１ 無  ２ 有 

 ↓ 

 

家庭用ゲームソフト 
パッケージの表面左下部分や、 

背表紙に赤の帯色をつけて、 

右の「Ｚ」のマークが表示 

されているもの 

 

１ 無  ２ 有 

      ↓ 

 

 

上記の措置や表示がされていない図書類で、有害図書類等に該当するのでは…と気になるものがあ

った場合は、備考欄に記載してください。後日、行政職員が立入調査で確認するので、本調査の調

査員が有害図書類等に該当するか調べる必要はありません。 

 

備考欄（気になったことは何でも） 

□調査拒否等 

□閲覧防止措置等がされていない図書類で、有害図書類等に該当する可能性があるもの「有り」 

 

 

（調査票３） 

 

裏面の調査へ 

調査を拒否されたり、高圧的な態度をとられたときは、調査を中止してください。（備考欄にその旨記載） 

裏面の調査へ 

裏面の調査へ 

成年向け雑誌 
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有害図書類、成人向け図書類、Ｚ区分ゲームソフトの区分陳列の状況等 

   有害図書類､成人向け図書類 
Z 区分 

ｹﾞｰﾑｿﾌﾄ 
   本・雑誌 映像ソフト 

(DVD､ﾋ゙ ﾃ゙ ｵ等) 

②
有
害
図
書
類
等
の
区
分
陳
列
の
状
況
（
該
当
す
る
も
の
に
○
。
複
数
選
択
可
） 

１ 

区
分
陳
列 

有 

ア 

10 ㎝以上張り出した 

仕切板の間にまとめて 

陳列 

   

イ 

他の図書の棚と 

60 ㎝以上離した 

棚にまとめて陳列 

   

ウ 

壁や棚で囲まれた場所に 

まとめて陳列 

 

   

エ 

従業員が常駐するカウンター 

の上や内側にまとめて陳列 

 

   

オ 床から 150cm 以上の 

位置で、Ｚ区分である 

旨を記した仕切り板の 

間にまとめて陳列 

   

カ 

施錠されたガラスケースに収納 

   

２ 一部区分陳列 無（一部の有害図書類等が一般の

場所に混在している。） 

※これに該当の場合、１の陳列方法も選択してください。 

   

３ 区分陳列 無（上記の陳列方法をまったく行っ

ていない） 

   

③18 歳未満への販売等を禁止する旨の表示の有無 

 
１ 有 

 
２ 無 

 

 
１ 有 

 
２ 無 

 

 
１ 有 

 
２ 無 

 

④サンプルディスプレイ（店の外から有害図書類等の表紙
が見えるように陳列）の有無 

 

１ 有 
 

２ 無 

 

１ 有 
 

２ 無 

 

 

10cm 以上 

150c 以上 

60cm 以上 
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令
和

元
年

度
　

社
会

環
境

実
態

調
査

 調
査

票
【
古

書
店

、
映

像
ソ

フ
ト

取
扱

店
、

ゲ
ー

ム
ソ

フ
ト

取
扱

店
、

複
合

店
等

】
　

記
載

例
(調

査
票

４
)

１ 　 無

２ 　 有

ア 　 1 0 c m 以 上 張 り 出

し た 仕 切 り 板

イ 　 6 0 c m 以 上 離 し た

棚
ウ 　 壁 等 で 囲 ま れ た 場 所

エ 　 カ ウ ン タ ー の 上 や 内

側
１ 　 有

２ 　 無

１ 　 有

２ 　 無

１ 　 無

２ 　 有

ア 　 1 0 c m 以 上 張 り 出

し た 仕 切 り 板

イ 　 6 0 c m 以 上 離 し た

棚
ウ 　 壁 等 で 囲 ま れ た 場 所

エ 　 カ ウ ン タ ー の 上 や 内

側
１ 　 有

２ 　 無

１ 　 有

２ 　 無

１ 　 無

２ 　 有

ア 　 1 0 c m 以 上 張 り 出

し た 仕 切 り 板

イ 　 6 0 c m 以 上 離 し た

棚
ウ 　 壁 等 で 囲 ま れ た 場 所

エ 　 カ ウ ン タ ー の 上 や 内

側
オ 　 1 5 0 ｃ ｍ 以 上 の 位

置
カ 　 施 錠 さ れ た ガ ラ ス

ケ ー ス

１ 　 有

２ 　 無

○
市

1
○

○
電

気
○

○
町

１
－

１
7
月

1
7
日

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
市

2
△

△
ビ

デ
オ

店
△

△
町

２
－

２
7
月

1
7
日

○
○

○
○

○
○

○

○
市

3
○

×
古

書
店

○
×

町
５

－
５

7
月

1
5
日

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

店
員

の
対

応
が

丁
寧

で
あ

っ
た

○
市

4
■

■
セ

ン
タ

ー
■

■
町

２
９

８
7
月

1
5
日

○
○

○

○
市

5
○

×
ブ

ッ
ク

マ
ー

ト
×

×
町

１
－

２
7
月

2
9
日

○
閉

店

○
市

6
▽

○
ゲ

ー
ム

店
▽

▽
町

５
８

7
月

2
9
日

調
査

拒
否

　
　

　
　

市
・
町

・
村

　
計

1
1

0
2

0
1

0
0

2
2

1
0

0
1

0
0

1
0

1
0

3
1

0
1

1
0

3
0

0
3

2
1

0
0

0
0

1
0

0
1

0
3

③
1
8
歳

未
満

販
売

貸
付

等
禁

止
の

表
示

１
　

区
分

陳
列

　
有

（
複

数
選

択
可

）
２ 　 一 部 区 分 陳 列 　 無 （ 一 部

混 在 ）

３ 　 区 分 陳 列 　 無

１
　

区
分

陳
列

　
有

（
複

数
選

択
可

）
２ 　 一 部 区 分 陳 列 　 無 （ 一 部

混 在 ）

３ 　 区 分 陳 列 　 無

１
　

区
分

陳
列

　
有

（
複

数
選

択
可

）
２ 　 一 部 区 分 陳 列 　 無 （ 一 部

混 在 ）

３ 　 区 分 陳 列 　 無

②
区

分
陳

列
の

状
況

③
1
8
歳

未
満

販
売

貸
付

等
禁

止
の

表
示

④
サ

ン
プ

ル
デ

ィ
ス

プ
レ

イ
の

有
無

②
区

分
陳

列
の

状
況

③
1
8
歳

未
満

販
売

貸
付

等
禁

止
の

表
示

④
サ

ン
プ

ル
デ

ィ
ス

プ
レ

イ
の

有
無

②
区

分
陳

列
の

状
況

オ 　 そ の 他

カ 　 閉 店 等

ア 　 ２ ３ 時 ま で に 閉 店

　 　 （ ２ ３ 時 閉 店 含 む ）

イ 　 ２ ３ 時 以 降 閉 店

　 　 （ ２ ４ 時 間 営 業 含 む ）

①
有

害
図

書
類

等
の

有
無

有
害

図
書

類
等

「
有

」
の

場
合

深
夜

営
業

有
害

図
書

類
等

【
書

籍
・
雑

誌
】

の
区

分
陳

列
状

況
等

有
害

図
書

類
等

【
映

像
ソ

フ
ト

】
の

区
分

陳
列

状
況

等
（
複

数
可

）
Z
区

分
ゲ

ー
ム

ソ
フ

ト
【
家

庭
用

ゲ
ー

ム
ソ

フ
ト

】
の

区
分

陳
列

状
況

等
（
複

数
可

）

備
考

（
調

査
協

力
へ

の
店

舗
の

対
応

、
お

店
か

ら
の

要
望

・
意

見
な

ど
）

①
有

害
図

書
類

等
の

有
無

有
害

図
書

類
等

「
有

」
の

場
合

①
有

害
図

書
類

等
（
Z

区
分

ゲ
ー

ム
ソ

フ
ト

）
の

有
無

有
害

図
書

類
等

（
Z
区

分
ゲ

ー
ム

ソ
フ

ト
）
「
有

」
の

場
合

市 区 町 村

整 理 番 号

店
　

　
名

所
在

地
調

査
月

日

営
業

区
分

ア 　 古 書 店

イ 　 映 像 ソ フ ト 取 扱 店

ウ 　 ゲ ー ム ソ フ ト 取 扱 店

エ 　 複 合 店

有
害

図
書

類
等

「
１

無
」
の

場
合

、

②
～

④
は

記
入

不
要

有
害

図
書

類
等

「
２

有
」
の

場
合

、

②
～

④
を

記
入

調
査

拒
否

や
閉

店
な

ど
で

調
査

を
実

施
し

な
か

っ
た

場
合

は
、

斜
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関係条例（抜粋） 
 

■ 青少年保護育成条例 

○青少年の定義 この条例で青少年とは、18 歳未満の全ての方をいいます。（既婚者を除く）  

○深夜営業施設への立入制限 

・ カラオケボックス、インターネットカフェ・まんが喫茶では、保護者同伴であっても、深夜(午後 11 時～午前

４時)に青少年を立ち入らせてはいけません。（30 万円以下の罰金） 

・ これらの施設では、入り口の見やすいところに、深夜に青少年の立入を禁止する旨の表示をしなければな

りません。（10 万円以下の罰金） 

○個室営業施設の指定・立入などの禁止  

・ 知事は、個室内の見通しが悪いカラオケボックスやインターネットカフェを、青少年に有害な施設として指

定することができます。なお、指定された施設に青少年を立ち入らせたり、客に接する業務に従事させたり

してはいけません。（６月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金） 

○フィルタリングその他の適切な措置 

・ インターネットカフェの事業者は、青少年が利用する端末装置（パソコン）に、フィルタリングその他の適切

な措置を講ずるよう努めなければなりません。 

○有害図書類の陳列場所の制限 

・ 書店、古書店、コンビニエンスストア、レンタルビデオ店などでは、有害図書類（成人向け雑誌、アダルトビ

デオなど）を他の図書類と区分して、店内の監視できる場所に次のいずれかの方法等で陳列しなければ

なりません。（改善命令に従わないと 30 万円以下の罰金） 

① 間仕切り等により仕切られ、内部を容易に見通すことができない措置がとられた場所に有害図書

類を陳列する。 

② ア） ビニール包装、ひも掛けその他の方法により容易に閲覧できない状態で、有害図書類以外

の図書類を陳列する棚と 60cm 以上離した棚に、有害図書類をまとめて陳列する。 

イ） ビニール包装、ひも掛けその他の方法により容易に閲覧できない状態にし、有害図書類から

10ｃｍ以上張り出す仕切り板（透視できない材質のもの）を設け、仕切り板と仕切り板の間に、有害

図書類をまとめて陳列する。 

③ 図書類の販売又は貸付けに従事する者が常駐するカウンターの上または内側に有害図書類をま

とめて陳列する。 

・ 有害図書類の陳列場所に、青少年に販売や貸出等が禁止されていることを掲示しなければなりません。 

・ 有害図書類の表紙が、店の外部から見えないように陳列するように努めなければなりません。 

○青少年指導者からの調査要請 

・ 青少年指導者などは、条例に違反している営業所などを発見したとき、知事に調査、指導などを要請でき

ます。 

○青少年関係団体等への調査協力依頼 

・ 知事は、この条例の規定に係る調査等を実施するため必要があると認めるときは、県民、青少年関係団体

及び市町村に協力を求めることができます。 

 

 

 

参考資料 
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■ 青少年喫煙飲酒防止条例 

○青少年の定義 この条例で青少年とは、20歳未満の全ての方をいいます。  

○購入者等の年齢確認 

・  販売業者は、たばこ又は酒類を購入しようとする者が青少年であると思料するときは、その者の年齢又は

生年月日を確認するために必要な書類で規則で定めるもの（証明書等）の提示を求め、その者の年齢を

確認しなければなりません。 

○自動販売機による購入者の年齢確認 

販売事業者は、自動販売機によりたばこ又は酒類を販売するときは、購入しようとする者の年齢を確認するた

めに必要な措置（成人識別装置）を講じなければいけません。 

 

 




